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1. 制度の概要
東広島市内において、事業者等が地域内外からの観光客等の集客及び地域住民との交流によるにぎわいの創出を図るために実施する観光イベント等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

2. 補助対象者
(1) 市内の地域を拠点として活動する市内に住所を有する者又はその主たる事務所が市内に所在する企業
(2) 市内を拠点として活動する団体であって、その構成員に市内に住所を有する者又はその主たる事務所が市内に所在する企業が含まれているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

3. 補助対象事業
対象となる補助事業は令和8年度内に完了するものとします。
なお、同一の補助事業に対する補助金の交付は、各年度において1回に限り、通算して2年度分を限度とします。
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
(1) 補助率
2分の1
(2) 限度額
40万円
(3) 補助対象経費
	支出項目
	対象となる経費
	対象とならない経費

	報償費
	・講師、出演者への謝礼等
	・菓子折等の物品による謝礼等

	旅費
	・講師、専門家、出演者等への交通費や宿泊費
	・視察等に係る交通費や宿泊費

	食糧費
	・講師等のお茶代
・ボランティアスタッフの弁当・飲料代（※）
	・懇親会等の飲食を含む会合費


	需用費
	・ポスター、チラシ、報告書の印刷費やコピー代等
・イベント実施に必要な資材料費
・文房具等の消耗品費
	

	役務費
	・振込手数料等
・イベントの実施に係る保険料
・ごみの処分等に係る手数料等
	

	委託料
・請負費
	・専門的知識、技術等を要する業務についての委託料・請負費等
	・対象事業の大半を委託する業務委託料・請負費等

	使用料及び
賃借料
	・イベント会場、会議室の使用料
・機器類の借り上げ等に係る賃借料
	

	備品購入費
	・当該事業の実施に不可欠な備品の購入費
	・借り上げ等が可能なものや、対象事業以外へも使用が可能なもの（例：パソコン・ポット等）


※高額なものは対象とはなりません。
(4) 交付の条件
適切な理由もなく事業を実施しない場合は、補助金の返還を求めることがあります。
交付決定前の支出は、補助対象経費とは認められません。

4. 募集期間（スケジュール）
(1) 募集期間
令和8年4月21日（火）から令和8年6月10日（水）まで
(2) 審査・交付決定
令和8年7月上旬頃
※募集、審査状況によっては、追加の日程を設けることがあります。

5. 申請方法
次に記載した必要書類を、ブランド推進課へ、持参または郵送で提出してください。
持参の場合：平日の午前8時30分から午後5時15分までに窓口ヘ提出
郵送の場合：提出期限必着
(1) 必要書類
① 東広島市にぎわい創出事業補助金交付申請書
② 事業(変更)計画書
③ 補助事業に係る収支予算書
④ 補助事業の計画が詳細に分かる企画書（任意様式）
⑤ 個人にあっては、当該者の住民票の写し
⑥ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
⑦ 団体の場合にあっては、規約、会則その他これらに準ずるもの及び構成員の名簿
⑧ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

6. 審査・選考
募集期間内に提出していただいた書類を基に、本補助金交付審査会が審査・選考を行います。
申請の内容について、審査会より質問があった際には事務局から申請者へ確認させていただくことがあります。
[bookmark: _GoBack]なお、審査・選考を行う前に、事業について説明をする場を設けます。

	審査基準
	着眼点

	地域のにぎわい創出に対して期待される効果
	・イベントの実施により地域内外からの観光客等の集客及び地域住民との交流によるにぎわいの創出に対して、期待される効果が明確になっているか。

	事業のターゲット
	・ターゲットが明確な根拠を基に設定されているか。
・ターゲットに合った企画となっているか。

	実施体制
	・イベント等を実施できる体制が構築されているか。

	事業のスケジュール
	・実現性のある実施スケジュールが立てられているか。

	2年目以降の計画
	・一過性のもので終わることが無いよう、将来的なにぎわいの創出を見据えた内容となっているか。



7. 補助金の交付等
(1) 補助金交付の決定
審査の結果を踏まえて、補助対象事業及び補助金額を決定し、採択、不採択を通知します。採択された場合であっても、補助金の申請状況等により補助金額が申請額を下回ることがあります。
また、補助金の交付が決定した事業については、市ホームページ等に、事業内容等を掲載することがあります。
(2) 補助金の交付
本補助金は、事業完了後に補助金額を確定し交付する確定払いを原則としています。ただし、必要に応じて、申請することにより、概算払いを行うことができます。詳しくはブランド推進課までお問い合わせください。
ア　確定払いの場合
事業完了後に提出いただく実績報告により補助額を確定し、補助金を交付するものです。補助額確定後、請求書を提出していただくことで補助金を交付します。
イ　概算払いの場合
事業完了前に補助金交付決定額の範囲内で補助金を交付（概算払い）するものです。事業完了後提出していただく実績報告により補助額を確定し、過払いが生じていた場合には差額を市へ返還していただきます。

8. 事業実施及び実績報告
(1) 実績報告
補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金等の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、実績報告書に事業実績を証する書類・収支計算書・領収書等を添付して提出してください。
(2) 補助額の確定等
実績報告書の内容を審査し、事業が適切に実施されたものと認められた時は、補助金額を確定し、補助金を交付します。この際、補助対象経費となる額が補助金交付決定額を下回る場合には、交付決定額が減額されます。
また、概算払いを受けている場合で、過払いが生じた場合には、速やかにこれを返還していただきます。
(3) 対象事業の中止・変更
やむを得ず、対象事業を中止する場合は事前にブランド推進課へご連絡ください。
(4) 関係書類の整理等
補助事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿やその証拠書類は、いつでも閲覧できるように整理しておいてください。また、その会計帳簿（予算書、決算書、出納帳簿等）や証拠書類（領収書等）は、補助金の交付に係る会計年度終了後、5年間保存しておいてください。
(5) その他
申請内容に虚偽があることが判明した場合や、事業が途中で打ち切られた場合、補助金を不正に使用した場合、その他本補助金の取り扱いにおいて不適切な対応が認められた場合には、補助金の交付決定を取り消し、交付済みの補助金を返還していただく場合があります。
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